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　本市では保護者が安心してお子さんのおむつ替えや授乳な
どが行える場所を「赤ちゃんの駅」として設置しています。
また、民間施設においても事業者の協力を得て、登録された

施設に「赤ちゃんの駅」看板を掲げています。
　このたび「泉大津税務署」が新たに「赤ちゃんの駅」に加
わりましたので、近くに寄った際はぜひ利用してください。
　なお、「赤ちゃんの駅」の市内配置図はホームページより
ご覧になれます。
追加になった「赤ちゃんの駅」　泉大津税務署
所在地　二田町1ー15ー27
利用可能日時　月～金曜日（祝日は除く）の午前８時 30 分
～午後５時（トイレで、おむつの交換が可能です）
　なお、引き続き、「赤ちゃんの駅」を募集していますので、
ご協力お願いいたします。
登録方法　赤ちゃんの駅登録申請書に必要事項を記入のう
え、こども未来課へ提出。要綱・申請用紙については、ＨＰ
からダウンロードか、こども未来課の窓口で配付
問合　こども未来課（市役所１階３番窓口）

　
市
で
は
、
市
民
主
体
の
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
す
る
た
め
、
市
民
の
自
発

的
な
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
支
援
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
泉
大
津
市
市
民
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー
を
１
月
15
日
㈭
に

テ
ク
ス
ピ
ア
大
阪
５
階
に
開
設
し
ま

す
。

開
設
ま
で
の
経
過

　
平
成
25
年
10
月
か
ら
学
識
経
験
者

を
は
じ
め
市
民
な
ど
が
集
ま
り
、
懇

話
会
を
設
置
し
て
利
用
者
の
立
場
か

ら
セ
ン
タ
ー
の
機
能
や
運
営
の
あ
り

方
に
つ
い
て
議
論
を
行
い
、
そ
の
検

討
結
果
を
も
と
に
整
備
を
行
い
ま
し

た
。

ど
ん
な
施
設
？

　
市
民
の
皆
さ
ん
が
自
発
的
に
、
ま

ち
づ
く
り
、
環
境
、
教
育
、
福
祉
、

国
際
交
流
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
行
っ
て
い
る
公

益
的
な
活
動
を
支
援
す
る
た
め
の
施

設
で
す
。
主
な
業
務
内
容
は
、
市
民

活
動
に
関
す
る
相
談
を
受
け
た
り
、

市
民
や
団
体
向
け
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

講
座
の
開
催
、
日
々
の
活
動
に
必
要

な
機
材
の
提
供
な
ど
を
行
い
ま
す
。

開
設
日
時
　
木
〜
火
曜
日（
水
曜
日
、

祝
日
休
館
）　
午
前
９
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分

問
合
　
人
権
市
民
協
働
課
（
市
役
所

１
階
２
番
窓
口
）

　
可
燃
ご
み
指
定
袋
の
販
売
収
益
を

積
み
立
て
た
基
金「
地
域
環
境
基
金
」

を
活
用
し
て
実
施
す
る
事
業
へ
の
ア

イ
デ
ア
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
ご
み
の
減
量
や
環
境
教
育
、
低
炭

素
社
会
（
Ｃ
Ｏ
２
の
削
減
）
な
ど
の

事
業
に
活
用
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ア

イ
デ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

　
過
去
に
市
民
提
案
事
業
で
実
施
し

た
事
業
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

事
業
名
・
事
業
内
容

▽
Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯
灯
普
及
促
進
事
業…

自
治
会
が
所
有
し
て
い
る
既
設
の

防
犯
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
促
進

▽
せ
ん
定
枝
活
用
事
業…

公
園
・
街

路
・
公
共
施
設
な
ど
の
樹
木
の
せ

ん
定
枝
を
粉
砕
機
に
よ
り
チ
ッ
プ

化
し
、
雑
草
抑
制
材
な
ど
に
活
用

し
、
処
分
費
の
削
減
を
図
る

▽
エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ
事
業…

生
ご
み

の
出
な
い
、
環
境
に
や
さ
し
い
調

理
法
を
学
ぶ
料
理
教
室
を
開
催

▽
地
下
水
活
用
事
業…

校
庭
の
芝
生

化
を
実
施
し
て
い
る
学
校
で
井
戸

を
掘
削
し
、
芝
生
の
散
水
に
利
用

▽
レ
ジ
袋
削
減
推
進
事
業…

レ
ジ
袋

の
削
減
と
マ
イ
バ
ッ
グ
の
普
及
を

促
進

▽
小
・
中
学
校
体
育
館
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明

整
備
事
業…

小
・
中
学
校
の
体
育

館
の
照
明
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
し
て
省
電

力
化
を
図
る

応
募
方
法
　
環
境
課
ま
で
持
参
、
郵

送
、
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
の
い
ず
れ

か
で
提
出
（
様
式
不
問
。
電
話
受
け

付
け
不
可
）

宛
先
　
▽
郵
送…

〒
５
９
５
ー
８
６

８
６
（
住
所
記
載
不
要
）　
泉
大
津

市
役
所
環
境
課
　
▽
フ
ァ
ク
ス…

22
・
６
０
４
０
　
▽
メ
ー
ル…

kan
kyou@

city.izum
iotsu.osaka.jp

問
合
　
環
境
課
（
市
役
所
２
階
21
番

窓
口
）

地域環境基金活用事業
アイデア募集 !!

「赤ちゃんの駅」
35 駅に増えました。

泉大津市市民活動支援センターを開設

可燃ごみ指定袋の販売収益を積み立てた基金

1月 15 日㈭に、テクスピア大阪にオープン

環境に関する事業のアイデアを、
どしどしお寄せください !!

おむつ替えや授乳など
が安心してできる
場所だよ !!

9 広報いずみおおつ　平成27年1月号

▷地域環境基金活用事業アイデア募集／赤ちゃんの駅／市民活動支援センター開設／泉大津駅東側ロータリー周辺自転車等放
置禁止区域／確定申告

泉大津駅東側ロータリー周辺の
自転車等放置規制区域を廃止、
禁止区域へ変更します !!

　市では、駅周辺などにおける自転車などの放
置を防止することにより、良好な環境の確保と
交通の円滑化を図ることを目的として、「泉大
津市自転車等の放置防止に関する条例」を制定
し、同条例により泉大津駅東側のアルザ周辺を
放置規制区域として午前 5 時～ 9 時の間、放
置禁止としてきました。しかし、規制時間外に
長時間駐輪を行う自転車などが多く、放置自転
車の解消には至っていませんでした。
　今回、アルザ管理組合が泉大津駅東側ロータ
リー周辺に駐輪ラックを整備します。そこで市
では放置自転車の解消に向けた対策の一環とし
て、平成 27 年 3 月 1 日から自転車等放置規
制区域を廃止し、禁止区域へ変更します。
　これにより、泉大津駅周辺は終日放置禁止区
域となります。駐輪ラックを利用せず、自転車
などを放置しますと撤去・移動の対象となりま
すので、ご注意ください。
　電車・バスなどの公共交通機関をご利用にな
るときは、周辺の自転車等預かり所を利用して
ください。市民の皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
　なお、駐輪ラックの料金や設置場所などにつ
いては詳細が決まりしだい、広報いずみおおつ
や市ホームページでお知らせしていく予定で
す。
問合　土木課 (市役所2階22番窓口 )

１．平成26年分　確定申告会場のお知らせ
　泉大津税務署の確定申告会場は、南海本線泉大津駅東側の
テクスピア大阪４階です。当会場では、所得税（譲渡所得を
含む）、個人事業者の消費税、贈与税の申告書などの作成お
よび受け付けを行います。
開設期間　２月9日㈪～３月16日㈪　午前９時～午後５時
（相談内容によって、申告書の作成などに時間を要するので、
午後４時ごろまでにお越しください）
注意
▷上記の開設期間中、泉大津税務署庁舎内では、「作成済み
の申告書等の受付」、「納税」、「納税証明書の発行」および「用
紙の交付」のみを行う
▷当会場は、土・日曜日、祝日は開設していません。ただし、
２月22日と３月1日の日曜日に限り開設
▷会場では税金の納付は不可
２　地区相談会場開設のお知らせ
　税理士による無料の地区相談会場を次の２か所で開設しま
す。時間はいずれも午前９時 30 分～11 時 30 分、午後１

時～３時です。
▷２月 3 日㈫～6 日㈮…和泉シティプラザ３階レセプショ
ンホール（和泉市いぶき野5ー4ー7）
▷２月12日㈭、13日㈮…高石商工会議所３階大会議室（高
石市綾園2ー6ー10）
３．公的年金などを受給している人の申告手続き
　次の①と②の両方に該当する場合は、所得税の確定申告（提
出・納税）が不要です。
①公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下
②公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
　ただし、①と②の両方に該当する場合でも、所得税の還付
を受ける人は、確定申告書の提出が必要です。
４．確定申告書等作成コーナー（国税庁HP）のご利用を
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご
利用いただくと、税額などが自動計算で確定申告書を作成す
ることができますので、ぜひご利用ください。
５．還付金の受け取り
　還付金の受け取りは口座振り込みをご利用ください。
注意
▷申告者ご本人名義の口座に限り振り込み可能
▷ゆうちょ銀行への振り込みを希望する場合は、貯金総合通
帳の記号番号のみを記載
▷インターネット専用銀行では還付金の振り込み不可（特定
の銀行を除く）
問合　泉大津税務署（☎33・5601）

確 定 申 告
の お 知 ら せ

平 成 26 年 分 イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

か
ら
も
確
定
申
告

が
で
き
ま
す
！

泉大津市の会場はテクスピア大阪４階です！

平成27年 3月 1日から

大津
神社

警察署

有料自転車駐輪場 駐輪ラック
泉大津駅周辺の自転車等放置禁止区域など

放置禁止区域

商工
会議所

テクス
ピア

泉
大
津
駅

自転車などは放置せず
ちゃんとルールを守ってね！
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本
市
の
国
民
健
康
保
険
に
か
か
る

平
成
25
年
度
の
医
療
費
は
、
71
億
４

２
８
５
万
２
８
３
７
円
で
、
被
保
険

者
一
人
あ
た
り
の
医
療
費
は
、
35
万

５
７
０
２
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
本
市
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
病
気
が
多
い

か
、
平
成
25
年
５
月
診
療
分
の
医
療

費
で
見
る
と
、
特
に
循
環
器
系
の
疾

病
を
中
心
と
す
る
生
活
習
慣
病
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
（
次
ペ
ー
ジ
図

１
）。

生
活
習
慣
病
を
予
防
し
ま
し
ょ
う

　
日
本
人
の
死
亡
原
因
の
６
割
を
占

め
る
高
血
圧
や
糖
尿
病
、
が
ん
な
ど

の
生
活
習
慣
病
は
、
毎
日
の
悪
い
生

活
習
慣
が
積
み
重
な
っ
て
発
症
す
る

も
の
で
す
。
健
康
づ
く
り
の
た
め
、

ま
ず
は
毎
日
の
生
活
習
慣
を
見
直
し

ま
し
ょ
う
。

▽
食
生
活
を
見
直
し
ま
し
ょ
う

　
毎
日
の
食
事
は
健
康
と
密
接
に
結

び
つ
い
て
い
ま
す
。食
べ
過
ぎ
な
い
、

栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
生
活

を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

①
野
菜
を
し
っ
か
り
摂
り
ま
し
ょ
う

②
食
事
は
決
ま
っ
た
時
間
に
、
ゆ
っ

く
り
よ
く
か
ん
で
食
べ
ま
し
ょ
う

③
甘
い
も
の
や
脂
っ
ぽ
い
も
の
は
食

べ
過
ぎ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

④
薄
味
に
し
ま
し
ょ
う

⑤
食
品
の
エ
ネ
ル
ギ
ー（
カ
ロ
リ
ー
）

を
知
り
、
選
ぶ
と
き
や
食
べ
る
と

き
の
参
考
に
し
ま
し
ょ
う

▽
適
度
な
運
動
を
心
が
け
ま
し
ょ
う

　
日
常
生
活
の
中
に
積
極
的
に
運
動

を
取
り
入
れ
ま
し
ょ
う
。
忙
し
い
毎

日
の
中
で
、
運
動
時
間
を
つ
く
り
出

す
の
が
難
し
い
人
に
は
、
い
つ
で
も

ど
こ
で
も
で
き
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が

お
す
す
め
で
す
。
今
ま
で
よ
り
も
１

日
１
０
０
０
歩
（
高
齢
者
は
１
３
０

０
歩
）、
時
間
に
す
る
と
あ
と
10
分
、

多
く
歩
く
こ
と
を
目
標
に
、
積
極
的

に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
取
り
組
ん
で
み

ま
し
ょ
う
。

　
生
活
習
慣
病
の
予
防
を
目
的
と
し

た
特
定
健
診
に
つ
い
て
、
平
成
25
年

度
の
受
診
率
が
確
定
し
ま
し
た
。

　
平
成
25
年
度
の
対
象
者
１
万
２
７

８
７
人
中
３
９
３
８
人
の
人
が
受
診

し
、
受
診
率
は
30
・
８
％
で
し
た
。

平
成
24
年
度
は
30
・
６
％
（
対
象
者

１
万
２
７
４
０
人
中
、３
８
９
６
人
）

で
し
た
の
で
、
０
・
２
ポ
イ
ン
ト
増

加
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
ご
と
の
受
診
率

を
（
次
ペ
ー
ジ
図
２
）
に
示
し
て
い

ま
す
。
性
別
、
年
齢
別
に
み
る
と
、

男
性
よ
り
女
性
が
多
く
受
診
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
年
齢
が
若
い
ほ
ど
受

診
率
は
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
特
定
健
診
の
結
果
を
見
る
と
、
メ

タ
ボ
お
よ
び
メ
タ
ボ
予
備
群
に
該
当

す
る
人
の
割
合
は
、
27
・
１
％
（
１

０
６
８
人
）
で
、
３
・
７
人
に
１
人

が
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す

（
次
ペ
ー
ジ
図
３
）。

　
特
定
健
診
を
受
診
し
、そ
の
結
果
、

生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が
高
い
と
判

定
さ
れ
た
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
特

定
保
健
指
導
は
、
対
象
者
４
１
９
人

中
、62
人
が
利
用
し
、そ
の
利
用
（
終

了
）
率
は
14
・
８
％
で
し
た
。
昨
年

度
の
利
用
率
は
19
・
１
％
で
し
た
の

で
、
４
・
３
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い

ま
す
。（
次
ペ
ー
ジ
図
４
）。

　
平
成
24
年
度
の
特
定
保
健
指
導
を

終
了
し
た
人
の
う
ち
、
今
年
10
月
末

ま
で
に
特
定
健
診
を
受
診
し
た
50
人

の
受
診
結
果
を
見
る
と
、
24
％
の
人

に
メ
タ
ボ
改
善
の
効
果
が
み
ら
れ
ま

し
た
（
次
ペ
ー
ジ
図
５
）。

　
特
定
健
診
、
特
定
保
健
指
導
の
受

診
率
、
利
用
率
の
向
上
に
向
け
、
市

国
保
で
は
第
二
期
実
施
計
画
で
目
標

を
設
定
し
て
い
ま
す
。
平
成
25
年
度

の
特
定
健
診
の
目
標
は
35
％
で
し
た

が
、
実
績
は
30
・
８
％
で
、
目
標
を

下
回
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
特
定
保

健
指
導
の
目
標
は
25
％
で
し
た
が
、

実
績
は
14
・
８
％
で
、
こ
ち
ら
も
目

標
を
下
回
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
後
も
、
受
診
率
・
利
用
率
の
向

上
に
向
け
、
よ
り
多
く
の
人
に
幅
広

く
受
診
、
利
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う

な
方
法
を
検
討
し
、
生
活
習
慣
病
予

防
や
重
症
化
を
防
ぐ
取
り
組
み
を
行

い
ま
す
。

　
平
成
26
年
度
の
特
定
健
診
は
３
月

31
日
㈫
ま
で
受
診
で
き
ま
す
。。

▽
対
象
者
　
泉
大
津
市
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
人
の
う
ち
、
40

〜
74
歳
の
人
（
75
歳
誕
生
日
の
前
日

〜
昭
和
50
年
３
月
31
日
生
ま
れ
）

▽
個
別
健
診（
市
内
指
定
医
療
機
関
）

受
診
時
の
持
物
　
①
特
定
健
康
診
査

受
診
券
（
紛
失
し
た
人
は
再
発
行

可
）、②
泉
大
津
市
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
（
保
険
証
）

▽
集
団
健
診
　
２
月
に
、
好
評
の
ホ

テ
ル
健
診
を
追
加
実
施
し
ま
す
。
ぜ

ひ
受
診
く
だ
さ
い
。

　
特
定
保
健
指
導
の
実
績
を
見
る

と
、
メ
タ
ボ
改
善
効
果
が
表
れ
て
い

ま
す
。
特
定
保
健
指
導
の
案
内
通
知

が
届
い
た
人
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に

無
料
で
利
用
で
き
る
特
定
保
健
指
導

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
プ
ロ
グ

ラ
ム
内
容
な
ど
は
保
険
年
金
課
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
　
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階

５
番
窓
口
）

医
療
費
か
ら
見
た
疾
病
状
況

特
定
健
診･

特
定
保
健
指
導
の

目
標
と
実
績

特
定
健
診
の
受
診
率
な
ど

今
後
の
特
定
健
診
実
施
予
定

特
定
保
健
指
導
の
ご
利
用
を

特
定
保
健
指
導
の
利
用
率
な
ど

国民健康保険事業
◎脳卒中などの循環器疾患が最も多い
◎健診受診者の 3.7 人に１人が、メタ
ボおよびメタボ予備群に該当

分析！
泉 大 津 市 の 国 保 加 入 者 の 特 徴
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▷分析！国民健康保険事業／20歳になったら国民年金

特定保健指導では、効果的な
ウォーキング法や筋トレなど
を実践しながら学び、栄養士
手作りのお弁当を味わいなが
ら食事について学べます

0 50402010 30

疾病の種類
①循環器系の疾患 (心臓病・脳卒中など）
②新生物（がんなど）
③精神および行動の障がい（統合失調症など）
④筋骨格系および結合組織の疾患（関節症・神経痛など）
⑤内分泌、栄養および代謝疾患（糖尿病・甲状腺疾病など）
⑥腎尿路生殖器系の疾患（腎臓の疾患・膀胱炎など）
⑦呼吸器系の疾患（ぜんそく・風邪など）
⑧消化器系の疾患（胃および十二指腸の疾病など）
⑨眼および付属器の疾患（白内障など）
⑩損傷、中毒およびその他の外因の影響（骨折など）
⑪その他

計

医療費
8,400万 600円
7,119万 6,440円
4,365万 7,630円
3,771万 130円
3,289万 2,190円
3,283万 8,840円
3,169万 370円
2,246万 540円
2,069万 9,220円
1,863万 7,250円
5,531万 7,410円
4億 5,110万 620円

■図２：特定健診 年齢別受診率■ 図１：医療費順に見た疾病（平成 25年５月診療分）
17.1％40～

 44 歳
45～
 49 歳

55～
 59 歳
60～
 64 歳

50～
 54 歳

男性
女性20.9%

22.2％
26.4%
27.0％

35.8%
31.6％

39.3%

39.3%
35.3％

18.0％
23.2%

16.2％
17.4%

65～
 69 歳
70～
 74 歳

■図３：特定健診受診者の
　　　　メタボ該当者の割合

メタボ該当
16.7％659人

409人

2,870 人

メタボ予備群
10.4％

非該当
72.9％

■図４：特定保健指導の利用者の割合
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１
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25%
100% 14.0%

（７人）

36.0%
（18人）

50.0%
（25人）

38.0%
（19人）

40.0%
（20人）

22.0%
（11人）

0%

20%

80%

60%

40%

20%

15%

10%

5%

0%
H23年度 H24年度 H25年度

利用前 利用終了後

…積極的支援 …動機付け支援 …計

…非該当

…メタボ
　予備軍

…メタボ
　該当者

■図５：特定保健指導の利用者の変化

国民年金のポイント
将来の大きな支えになります
　国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、保険料を
納める制度です。国が責任をもって運営しており、年金の給
付は生涯にわたって保障されます。
老後のためだけではありません
　国民年金には、老齢年金のほか障がい年金や遺族年金もあ
ります。障がい年金は、病気や事故で障がいが残ったときに
受け取れます。遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加
入者により生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」
や「子」）が受け取れます。
国民年金加入には届出が必要です
　20歳の誕生月の前月に、日本年金機構から国民年金加入
手続きの書類が郵送で届きます。その書類に同封されている
返信用の封筒で送付するか、市役所保険年金課の窓口へ提出
してください。

「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」
　収入などがなく保険料の支払いが困難な場合は「学生納付
特例制度」（学生のみ）、「若年者納付猶予制度」（30歳未満）
などの保険料免除制度があります。
　学生納付特例制度は、一般的に学生は所得が少ないため、
ご本人の所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予され
る制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学
（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校お
よび各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部の海外
大学の日本分校に在学する人です。
　若年者納付猶予制度は、学生でない30歳未満の人で、ご
本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に、保険料の納
付が猶予される制度です。
問合　保険年金課（市役所１階５番窓口）

日本年金機構から源泉徴収票が送付されます
　平成26年中に厚生年金保険、国民年金などの老齢または
退職を支給事由とする年金を受けとった人に、平成26年分
として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額など
をお知らせする「平成26年分公的年金等の源泉徴収票」が
送付されます。 
　「公的年金等の源泉徴収票」は、所得税などの確定申告（住
所地を管轄する税務署で受付）の際の添付書類などとして必
要になりますので大切に保管してください。
問合　日本年金機構堺西年金事務所　（☎072・243・7900）

※平成 24 年度特定保健指導利用者のうち、利
用終了後特定健診受診者 50 人の比較

適度な運動で
健康なからだを！

新成人の皆さんへ

20 歳になったら
国民年金

国民年金は、老後や、病気・ケガなどで障がいが残っ
たとき、家族の働き手が亡くなったときの生活を、
現役世代みんなで支える制度です。
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平
成
27
年
１
月
か
ら
70
歳
未
満
の
人

の
高
額
療
養
費
制
度
が
一
部
改
正
さ

れ
ま
す
。

　
平
成
27
年
１
月
か
ら
70
歳
未
満
の

人
の
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度

額
が
上
表
の
よ
う
に
変
更
に
な
り
ま

す
。
今
ま
で
よ
り
も
所
得
区
分
が
細

分
化
さ
れ
、
所
得
に
応
じ
た
負
担
に

な
る
よ
う
変
更
さ
れ
ま
す
。

　
現
在
、
平
成
26
年
12
月
31
日
有
効

期
限
の
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
水

色
）、
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

認
定
証(

桃
色)

を
お
持
ち
の
人
に

は
、
12
月
末
に
平
成
27
年
１
月
１
日

以
降
お
使
い
い
た
だ
く
認
定
証
を
送

付
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
70
歳
以
上
の
人
の
自
己
負

担
限
度
額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退

　
会
社
を
退
職
や
就
職
で
、
社
会
保

険
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
場
合
や
資

格
取
得
を
し
た
と
き
は
、
14
日
以
内

に
保
険
年
金
課
に
届
け
出
が
必
要
で

す
。

　
加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
た
場
合

は
、
社
会
保
険
の
喪
失
日
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
加
入
し
て
い
た
だ
き
保
険

料
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
社
会
保
険
に
加
入
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
国
民
健
康
保
険
を
加

入
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
保
険
料

が
賦
課
さ
れ
た
ま
ま
に
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
料
年
間
納
付
済
額
の

通
知

　
国
民
健
康
保
険
加
入
の
全
世
帯

に
、
平
成
26
年
中
（
１
〜
12
月
）
に

納
付
い
た
だ
き
ま
し
た
国
民
健
康
保

険
料
の
総
額
を
記
載
し
た
納
付
済
額

通
知
書
を
１
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。

　
所
得
税
の
確
定
申
告
、
市
・
府
民

税
の
申
告
を
す
る
場
合
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

必
ず
所
得
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い

　
国
民
健
康
保
険
料
は
、
年
度
ご
と

に
世
帯
単
位
で
算
出
す
る
所
得
割

額
、
均
等
割
額
（
加
入
者
数
に
よ
り

計
算
）、
平
等
割
額
（
一
世
帯
あ
た

り
の
金
額
）
の
合
計
額
で
す
。

　
こ
の
所
得
割
額
は
、
前
年
中
の
総

所
得
金
額
か
ら
計
算
し
ま
す
の
で
、

必
ず
所
得
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　
所
得
の
申
告
が
遅
れ
た
人
や
年
度

途
中
で
所
得
の
変
更
を
し
た
人
は
、

そ
の
所
得
の
判
明
し
た
時
点
で
再
度

保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
計
算
す
る

こ
と
に
な
り
、
年
度
途
中
で
保
険
料

が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
滞
納
す
る
と

　
特
別
な
事
情
が
な
く
保
険
料
を
滞

納
す
る
と
次
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら

れ
ま
す
。

①
短
期
被
保
険
者
証
（
３
か
月
更
新
）

の
交
付

②
資
格
証
明
書
の
交
付
　
被
保
険
者

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
の

も
の
な
の
で
、
医
療
費
は
い
っ
た

ん
全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す

③
保
険
給
付
の
差
し
止
め
　
保
険
給

付
の
全
額
ま
た
は
一
部
が
差
し
止

め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
差
し
止
め

ら
れ
た
保
険
給
付
額
か
ら
滞
納
分

が
差
し
引
か
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
滞
納
処
分

　
滞
納
状
況
が
改
善
さ
れ
な
い
場
合

は
、
財
産
調
査
の
う
え
差
押
え
な
ど

の
滞
納
処
分
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
失
業
や
災
害
な
ど
、
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
は
、
納
付

相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階

５
番
窓
口
）

国民健康保険にご加入の皆さんへ

旧区分

A

B

C

所得区分

所得（※３）901万円超

所得（※３）600万円超901万円以下

所得（※３）210万円超600万円以下

所得（※３）210万円以下（住民税非課税世帯を除く）
住民税非課税世帯

４回目以降（※２）

14万 100円

9万3,000円

4万4,400円

4万4,400円
2万4,600円

新区分

( ア )

( イ )

( ウ )

( エ )
( オ )

３回目まで
25万 2,600円＋医療費が84万2,000
円を超えた場合は、その超えた分の１%
16万7,400円＋医療費が55万8,000
円を超えた場合は、その超えた分の１%
8万100円＋医療費が26万7,000円を
超えた 場合は、その超えた分の１%

5万7,600円
3万5,400円

所得区分
上位所得者（A）（※１）

一般（B）
住民税非課税世帯（C）

平成26年12月診療分までの自己負担限度額 (月額 )

平成2７年１月診療分からの自己負担限度額 (月額 )

４回目以降（※２）
8万 3,400円
4万4,400円
2万4,600円

３回目まで
15万円＋医療費が50万円を超えた場合は、その超えた分の１%

8万100円＋医療費が26万7,000円を超えた 場合は、その超えた分の１%
3万5,400円

※１　基礎控除後の総所得金額などが600万円をこえる世帯に当ります。 所得申告のない場合も、上位所得者とみなされます。
※２　過去12か月間に、一つの世帯での支給が４回以上あった場合は４回目以降の限度額になります。

※３　基礎控除後の「総所得金額等」にあたります。
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▷国民健康保険のお知らせ／仲よし学級が変わります／泉大津市文化フォーラム

●
1
月
25
日
㈰
「
倭
国
誕
生
〜
前
方

後
円
墳
の
な
ぞ
を
探
る
」　
松
木
武

彦
氏
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授
、

考
古
学
）　
▽
午
後
２
時
〜
３
時
30

分
（
１
時
開
場
）　
▽
先
着
５
０
０

人
　
▽
テ
ク
ス
ピ
ア
大
阪
テ
ク
ス
ピ

ア
ホ
ー
ル

１
９
６
１
年
愛
媛

県
生
ま
れ
。
大
阪

大
学
文
学
部
卒
。

同
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
岡
山
大

学
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー

助
手
・
大
学
助
教
授
・
教
授
を
経
て

２
０
１
４
年
か
ら
現
職
。「
日
本
列

島
先
史
時
代
の
武
器
と
戦
い
」
で
博

士
号
（
大
阪
大
学
）
を
取
得
。
２
０

０
４
年
に
岡
山
市
文
化
奨
励
賞
、
２

０
０
８
年
に
は
『
全
集
　
日
本
の
歴

史
１
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
列
島

創
世
記
〜
旧
石
器
・
縄
文
・
弥
生
・

古
墳
時
代
』
で
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞

を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
ほ
か
の
主
要
著
書
に
『
人
は
な
ぜ

戦
う
の
か
〜
考
古
学
か
ら
み
た
戦

争
』、『
日
本
列
島
の
戦
争
と
初
期
国

家
形
成
』、『
進
化
考
古
学
の
大
冒

険
』、『
古
墳
と
は
な
に
か
〜
認
知
考

古
学
か
ら
み
る
古
代
』、『
未
盗
掘
古

墳
と
天
皇
陵
古
墳
』
な
ど
。

　
こ
れ
ま
で
に
、
滋
賀
県
の
雪
野
山

古
墳
・
岡
山
県
の
勝
負
砂
（
し
ょ
う

ぶ
ざ
こ
）
古
墳
と
い
う
、
研
究
者
が

め
っ
た
に
経
験
で
き
な
い
貴
重
な
二

つ
の
未
盗
掘
古
墳
を
発
掘
し
、
多
く

の
学
問
的
な
成
果
を
得
ま
し
た
。
現

在
、
古
代
史
の
研
究
方
法
と
し
て
、

「
モ
ノ
」（
資
料
）
だ
け
で
な
く
、
人

間
の
心
理
や
心
の
動
き
を
加
え
、
大

き
な
視
点
で
人
間
の
行
為
を
解
く
歴

史
学
の
確
立
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
今
度
の
講
演
に
つ
い
て
松
木
教
授

は「
大
規
模
な
墳
丘
に
棺･

槨（
か
く
）

を
設
け
て
長
を
葬
る
と
い
う
慣
習

は
、
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
由
し

て
、
２
世
紀
中
ご
ろ
、
出
雲
や
吉
備

で
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
古
墳
の

起
源
で
す
。
こ
れ
が
さ
ら
に
近
畿
に

伝
わ
り
、
３
世
紀
中
ご
ろ
、『
前
方

後
円
墳
』
と
し
て
大
和
政
権
の
倭
王

を
ま
つ
る
記
念
物
と
な
り
ま
し
た
。

古
墳
の
完
成
で
す
。
こ
の
１
０
０
年

間
は
、
中
国
史
書
に
照
ら
し
て
み
る

と
、
倭
国
王
の
帥
升
（
す
い
し
ょ
う
）

か
ら
倭
国
乱
を
経
て
、
親
魏
倭
王
の

卑
弥
呼
（
ひ
み
こ
）
に
つ
な
が
る
政

治
的
過
程
と
重
な
り
ま
す
。
こ
の
間

の
古
墳
の
変
化
を
詳
し
く
た
ど
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
倭
国
誕
生
の
プ
ロ
セ

ス
を
復
元
し
た
い
」
と
話
し
て
い
ま

す
。

古代の「政治連合」は深い！
心の動き取り入れ最先端の考古学

文化薫るまち、いずみおおつ。「泉大津市文化フォーラム」

なぜ、巨大な古墳は生まれたのだろうか。弥生後期、各地の墳丘墓はどの
ような筋道で前方後円墳に統合されたのだろうか。古代史の流れに、心の
動きを取り入れ、新風を巻き起こした気鋭の考古学者が、古代国家誕生の
なぞに迫ります。入場無料。南海電鉄後援。問合：秘書広報課（市役所４階）

写
真
／
奈
良・島
の
山
古
墳
の
石
製
腕
飾
り
（
重
要
文
化
財
）。
粘
土
か
く
が
落
ち
込
み
、車
輪
石
、鍬
形
石
（
く

わ
が
た
い
し
）
な
ど
が
埋
納
当
時
の
ま
ま
見
つ
か
っ
た
。（
写
真
提
供
／
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
）

　
仲
よ
し
学
級
で
は
、
保
護
者
が
就

労
な
ど
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い

小
学
校
な
ど
に
通
う
子
ど
も
た
ち
を

お
預
か
り
し
、
遊
び
を
通
し
て
健
全

な
育
成
を
図
り
ま
す
。

仲
よ
し
学
級
の
場
所
　
各
小
学
校
内

の
余
裕
教
室
な
ど

対
象
児
童
　
小
学
校
１
〜
６
年
生

（
就
労
な
ど
で
保
護
者
が
昼
間
家
庭

に
い
な
い
児
童
）

開
設
日
時
　
▽
月
〜
金
曜
日…

下
校

後
（
午
後
１
時
）
〜
午
後
６
時
　
▽

土
曜
日
・
長
期
休
業
中…

午
前
８
時

〜
午
後
６
時

閉
設
日
　
日
曜
日
・
祝
日
・
振
替
休

日
・
秋
祭
り
・
年
末
年
始
（
12
月
29

日
か
ら
１
月
４
日
）、
年
度
末
（
３

月
31
日
が
休
日
の
場
合
は
そ
の
前

日
）

会
費
　
月
額
６
０
０
０
円
（
減
免
制

度
あ
り
）

主
な
変
更
点

①
仲
よ
し
学
級
対
象
児
童
が
、
小
学

校
６
年
生
ま
で
に
拡
充

②
開
設
日
が
増
加
。
お
盆
期
間
や
参

観
日
の
代
休
も
仲
よ
し
学
級
は
開

設
③
開
設
時
間
が
延
長
。
土
曜
日
・
長

期
休
業
中
は
、
午
前
８
時
か
ら

平
成
27
年
度
申
し
込
み
に
つ
い
て

受
付
期
間
　
１
月
５
日
㈪
〜
30
日
㈮

（
た
だ
し
、
保
育
所
・
幼
稚
園
・
認

定
こ
ど
も
園
は
１
月
の
最
初
の
登
園

日
か
ら
受
付
開
始
。
受
付
期
間
を
過

ぎ
た
場
合
は
、生
涯
学
習
課
に
提
出
）

申
請
書
配
付
・
受
付
場
所
　
生
涯
学

習
課
・
各
仲
よ
し
学
級
、
保
育
所
、

幼
稚
園
、認
定
こ
ど
も
園（
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）

問
合
　
生
涯
学
習
課（
市
役
所
３
階
）

平成 27 年４月から、

仲よし学級が変わります！
学級対象児童が、
小学校６年生までに
拡充します！




